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障障
害害
者者
・・
母母
子子
・・

父父
子子
家家
庭庭
のの

皆皆
ささ
んん
へへ

特
別
障
害
者
手
当

心
身
に
著
し
く
重
度
の
障
害
が

あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て

常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る

在
宅
の
20
歳
以
上
の
方
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

■
支
給
額
／
月
額
２
万
６
千
520
円

＊
施
設
入
所
や
３
カ
月
以
上
入
院

し
て
い
る
場
合
、
ま
た
所
得
が

一
定
以
上
の
方
は
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

身
体
ま
た
は
精
神
に
中
度
以
上

の
障
害
の
あ
る
児
童（
20
歳
未
満
）

を
養
育
し
て
い
る
保
護
者
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

■
支
給
額

▼
１
級
／
月
額
５
万
900
円

▼
２
級
／
月
額
３
万
３
千
900
円

＊
障
害
児
が
施
設
入
所
の
場
合
、

所
得
が
一
定
以
上
あ
る
場
合
や

公
的
年
金
を
受
け
て
い
る
場
合

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

障
害
児
福
祉
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級
の
う

ち
、
重
度
の
障
害
の
た
め
、
常
時

介
護
を
要
す
る
在
宅
の
20
歳
未
満

の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
額
／
月
額
１
万
４
千
430
円

＊
児
童
が
施
設
入
所
の
場
合
、
所

得
が
一
定
以
上
あ
る
場
合
や
公

的
年
金
を
受
け
て
い
る
場
合
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

重
度
心
身
障
害
児療育

手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級
の
う

ち
で
、
障
害
児
福
祉
手
当
に
該
当

し
な
い
18
歳
未
満
の
心
身
障
害
児

を
養
育
し
て
い
る
保
護
者
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

■
支
給
額
／
月
額
７
千
300
円

＊
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

児
童
が
施
設
入
所
の
場
合
と
障

害
児
福
祉
手
当
を
受
け
て
い
る

場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

児
童
扶
養
手
当

父
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な

い
18
歳
未
満
の
児
童
（
本
年
度
で

18
歳
に
達
す
る
児
童
は
年
度
末
ま

で
対
象
、
ま
た
中
度
以
上
の
障
害

を
有
す
る
場
合
は
20
歳
未
満
の
児

童
）
を
監
護
し
て
い
る
母
、
ま
た

は
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
に
児
童
扶
養
手
当

が
支
給
さ
れ
ま
す
（
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
）。

■
受
給
資
格
者
（
い
ず
れ
の
場
合

も
国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
）

①
父
母
が
離
婚
し
た
後
、
父
と
生

計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童

②
父
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
が
重
度
の
障
害
（
国
民
年
金

の
障
害
等
級
１
級
程
度
）
に
あ

る
児
童

④
父
の
生
死
が
不
明
で
あ
る
児
童

⑤
父
か
ら
引
き
続
き
１
年
以
上
遺

棄
さ
れ
て
い
る
児
童

⑥
父
が
法
令
に
よ
り
引
き
続
き
１

年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
ず
に
懐
胎
し

た
児
童

⑧
捨
て
子
な
ど
で
母
が
児
童
を
懐

胎
し
た
と
き
の
事
情
が
不
明
で

あ
る
児
童

■
こ
ん
な
時
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

①
児
童
が

▼
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き

▼
父
ま
た
は
母
の
死
亡
に
よ
り

支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
給
付

が
受
け
ら
れ
る
と
き

▼
父
に
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金

給
付
額
の
加
算
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
と
き

▼
労
働
基
準
法
な
ど
の
規
定
に

よ
る
遺
族
補
償
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き

▼
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て

い
る
と
き
、
ま
た
は
里
親
に

委
託
さ
れ
て
い
る
と
き

▼
母
の
配
偶
者
（
内
縁
関
係
も

含
む
）
に
養
育
さ
れ
て
い
る

と
き
（
父
に
重
度
の
障
害
が
　

あ
る
場
合
は
除
く
）

②
母
ま
た
は
養
育
者
が

▼
国
内
に
住
所
が
な
い
と
き

▼
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
（
国
民
年

金
法
に
基
づ
く
老
齢
福
祉
年

金
を
除
く
）

▼
昭
和
60
年
８
月
１
日
以
降
に
　

手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
し

て
か
ら
平
成
15
年
３
月
31
日

ま
で
に
５
年
を
経
過
し
て
も

請
求
し
な
か
っ
た
と
き

▼
事
実
婚
が
発
見
さ
れ
た
場
合

（
定
期
的
な
訪
問
な
ど
社
会
通

念
上
夫
婦
と
し
て
の
生
活
を

認
め
ら
れ
る
事
実
関
係
が
あ

る
場
合
で
、
こ
の
場
合
事
実

の
発
生
し
た
時
点
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
手
当
を
返
還
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
）

ク
イ
ズ
回
答
の
「
フ
ラ
フ
」。
こ
い
の
ぼ
り
と
一
緒
に
た
て
ら
れ
て
あ
る
あ
れ
の
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

市市
民民
かか
らら
のの
おお
便便
りり

森沢　良博（日吉町）

「オルゴール館の思い出」
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母
子
及
び
父
子
家
庭

医
療
費
の
助
成

■
助
成
対
象
者
／
前
年
の
所
得
税

が
非
課
税
の
世
帯
で
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
す
。

・
母
子
及
び
父
子
家
庭
の
母
ま
た

は
父
と
児
童

・
準
母
子
及
び
準
父
子
世
帯

・
父
母
の
い
な
い
児
童

＊
児
童
と
は
、
18
才
に
達
す
る
日

以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で

の
間
に
あ
る
者
。

■
申
請
時
に
持
参
す
る
も
の

健
康
保
険
証
、
印
鑑

＊
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
６

月
中
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

南
国
市
母
子
父
子
福
祉
手
当

配
偶
者
の
い
な
い
女
性
・
男
性

が
、
18
歳
に
達
し
た
年
度
末
ま
で

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
場
合
、

ま
た
両
親
を
失
っ
た
18
歳
に
達
し

た
年
度
末
ま
で
の
児
童
を
扶
養
し

て
い
る
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
額
／
児
童
１
人
に
つ
き
、

月
額
１
千
円

＊
母
親
ま
た
は
父
親
お
よ
び
児

童
が
引
き
続
き
１
年
以
上
市
内

に
在
住
し
、
現
に
児
童
を
扶
養

し
て
い
る
方
に
限
り
ま
す
。
な

お
、
市
交
通
遺
児
手
当
を
受
給

し
て
い
る
方
は
該
当
に
な
り
ま

せ
ん
。

南
国
市
交
通
遺
児
手
当

交
通
事
故
（
車
・
汽
車
・
電
車

の
運
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
故
、

海
難
、
航
空
事
故
）
で
父
母
、
も

し
く
は
父
、
ま
た
は
母
を
失
っ
た

18
歳
に
達
し
た
年
度
末
ま
で
の
児

童
を
対
象
に
市
交
通
遺
児
手
当
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
額
／
児
童
１
人
に
つ
き
、

月
額
２
千
円

＊
１
年
以
上
市
内
に
在
住
し
、
現

に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
方
に

限
り
ま
す
。

※※
障障
害害
者者
・・
母母
子子
・・
父父
子子
家家
庭庭
のの

皆皆
ささ
んん
のの
各各
種種
手手
当当
にに
関関
すす
るる
、、

おお
問問
いい
合合
わわ
せせ
はは

福福
祉祉
事事
務務
所所
社社
会会
係係

（（
�
８８
８８
００
・・
６６
５５
６６
６６
））まま
でで

第
８
回
特
別
弔
慰
金
の
支
給

■
対
象
者

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺

族
で
、
平
成
17
年
４
月
１
日
に
お

い
て
、
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金

等
を
受
け
る
方
が
い
な
い
場
合
に
、

次
の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺

族
お
一
人

１
、
弔
慰
金
の
受
給
権
者

２
、
戦
没
者
等
の
子

３
、
①
父
母
②
孫
③
祖
父
母
④
兄

弟
姉
妹

＊
戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を
有
し

て
い
な
か
っ
た
方
等
は
除
か
れ

ま
す
。

４
、
右
記
３
以
外
の
①
父
母
②
孫

③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

５
、
右
記
１
か
ら
４
以
外
の
三
親

等
内
の
親
族

＊
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き

続
き
１
年
以
上
生
計
関
係
を
有
し

て
い
た
方
に
限
ら
れ
ま
す
。

■
支
給
内
容
／
額
面
40
万
円
、
10

年
償
還
の
記
名
国
債

■
請
求
期
間

平
成
20
年
３
月
31
日
ま
で

※
請
求
窓
口
（
平
成
17
年
６
月
１

日
か
ら
）
・
お
問
い
合
わ
せ
は

福
祉
事
務
所
社
会
係

（
�
８
８
０
・
６
５
６
６
）ま
で

戦
没
者
慰
霊
巡
拝

戦
没
者
の
ご
遺
族
を
対
象
に
慰

霊
巡
拝
が
行
わ
れ
ま
す
。

■
対
象
地
域
／
旧
ソ
連
、
モ
ン
ゴ

ル
、
中
国
東
北
地
区
、
マ
リ
ア

ナ
諸
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ト
ラ
　

ッ
ク
諸
島
、
ビ
ス
マ
ー
ク
・
ソ

ロ
モ
ン
諸
島
、
硫
黄
島

■
選
考
基
準
／
健
康
状
態
が
良
好

で
、
原
則
80
歳
以
下
の
方

■
備
考
／
巡
拝
地
域
、実
施
時
期
、

所
要
経
費
な
ど
の
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

県
保
健
福
祉
課

（
�
８
２
３
・
９
６
６
２
）

ま
た
は
福
祉
事
務
所
社
会
係

（
�
８
８
０
・
６
５
６
６
）ま
で

児
童
手
当
の
支
給
と

現
況
届
の
提
出

■
児
童
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

小
学
校
３
年
生
ま
で
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
方
は
、
児
童
手
当

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

＊
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

▼
手
当
の
額
（
月
額
）

第
１
子
・
第
２
子
／
５
千
円

第
３
子
以
降
／
１
万
円

■
児
童
手
当
の
現
況
届
に
つ
い
て
　

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ

て
い
る
方
は
、
６
月
30
日
�
ま
で

に
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
こ
れ
は
、
受
給
者
の
所
得
状

況
と
、
６
月
１
日
現
在
の
養
育
状

況
な
ど
を
確
認
す
る
た
め
で
す
。

も
し
、提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、

受
給
資
格
が
あ
っ
て
も
、
６
月
以

降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の

で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
公
務
員
の
方
は
、
職
場
で
手
続
　

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
提
出
先
・
お
問
い
合
わ
せ
は

保
健
課
給
付
係

（
�
８
８
０
・
６
５
５
６
）ま
で

第
48
回
南
国
市
母
親
大
会

お
気
軽
に
ご
参
加
下
さ
い
。
保

育
所
も
あ
り
ま
す
。
お
子
さ
ん
づ

れ
で
ど
う
ぞ
！
男
性
も
歓
迎
。

■
と
き
／
６
月
19
日
�

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

■
と
こ
ろ

大
篠
公
民
館
・
中
央
公
民
館

■
内
容

▼
分
科
会
／
親
子
で
遊
ぼ
う
・
ほ

ん
と
う
の
学
力
・
ど
う
な
る
介

護
保
険

▼
全
体
会
／
講
演
…
憲
法
は
私
た

ち
の
も
の
／
講
師
…
窪
田
充
治

さ
ん（
香
長
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
館
長
）

■
参
加
料
／
無
料

■
主
催

南
国
市
母
親
大
会
実
行
委
員
会

※
お
問
い
合
わ
せ
は

実
行
委
員
長
　
西
川
和
子

（
�
８
６
３
・
２
０
８
２
）ま
で

大
空
に
泳
ぐ
こ
い
の
ぼ
り
や
フ
ラ
フ
は
初
夏
を
思
わ
せ
ま
す
。
見
て
い
る
だ
け
で
気
持
ち
い
い
で
す
ね
。

市市
民民
かか
らら
のの
おお
便便
りり
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